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広 島 県 農 業 会 議 第 １ ２ 回 常 任 会 議 員 会 議 議 事 録

１ 日 時 平成２５年３月１８日(月)１３時３０分から１５時４５分

２ 場 所 広島市中区鉄砲町 広島県土地改良会館会議室

３ 出席会議員(１５名)

１番 河野 信義 ２番 梶原 安行 ３番 山﨑 昭弘 ４番 倉本 寛

５番 加栗 建男 ６番 片山 博 ７番 河村 昇 ８番 佐伯 知省

９番 石田 文雄 10番 中谷 憲登 11番 德永 ・雄 12番 宮脇 勝博

14番 小泉 俊雄 15番 下垣 雅史 17番 安井 裕典

４ 欠席会議員(５名)

５ 審議事項

第１号議案 農地法第４条第３項の規定による諮問について

第２号議案 農地法第５条第３項の規定による諮問について

県及び市町農業委員会職員出席者６

広島県（１）

農林水産局農林水産総務課 主 幹 池田 志伸

農林水産局農業技術課 主 幹 橋本 義彦

農林水産局農業技術課 専門員 大瀬戸啓介

市町農業委員会（２）

広島市農業委員会 主 査 稲田 雅之

呉市農業委員会 主 査 須賀 久夫

三原市農業委員会 事務局長 北山 静美

三原市農業委員会 農政係長 山崎 雅樹

尾道市農業委員会 専門員 大木原 健

福山市農業委員会 事務局長 平田 純雄

三次市農業委員会 主 任 渡邉 英俊

庄原市農業委員会 事務局長 岸 達三

東広島市農業委員会 農地係長 尾畑 裕一

安芸高田市農業委員会 事務局長 山根 厚志

安芸高田市農業委員会 専門員 安田 勝明

江田島市農業委員会 事務局長 神田 彰

安芸太田町農業委員会 事務局長 沖段 琢磨

世羅町農業委員会 係 長 森政 經江

７ 広島県農業会議

事務局長 小林 修二

農地相談員 江上 正一
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次長兼総務課長 高橋 誠

次長兼業務課長 龍尾 満弘

８ 議事内容

小林事 ただ今から、平成２４年度第１２回常任会議員会議を開会いたします。

務局長 本日は、藏田会長が市議会開会中のため欠席となりましたので、中谷副会長に代

理を務めていただきます。

開会にあたりまして、中谷副会長がごあいさつを申し上げます。

中谷副 皆様、こんにちは。

会長 今日は雨の中、ご出席をいただきましてありがとうございました。

本年度、第１２回の常任会議員会議を開催しましたところ、会議員の皆様方に

は、お忙しい中をご出席いただきまして厚くお礼を申し上げます。

今年度も早いもので、最後の常任会議員会議となりました。１年間を通して、県

及び農業委員会からの諮問事項や本会議の業務運営について、鋭意ご審議いただ

き、誠にありがとうございました。

さて、自由民主党は、１３日に環太平洋連携協定（ＴＰＰ）に関する対策委員会

の総会を開催し、安倍首相の交渉参加を容認する決議を了承し、さらに自民党の外

交・経済連携本部も、この決定を１４日に承認しました。

これを受けて、安倍首相は１５日に「ＴＰＰ交渉への参加」を表明しました。安

倍首相が２月２２日に行った米国のオバマ大統領との会談で「聖域なき関税撤廃で

ないことが明確になった」として参加表明に踏み切ったわけですが、「オバマ大統

領は現状ではＴＰＰ交渉の決定権を持っておらず、交渉相手国と協定をまとめて

も、議会によって多様な修正を受け、締結困難となる可能性が高い」と外務省が作

成した資料に明記されていると報道されております。

また、自民党のＴＰＰに関する対策委員会の決議には、交渉入りしても脱退の可

能性を残すため「脱退も辞さない覚悟で交渉に当たるべきだ」という原案の文言が

「表現が弱い」との異論が出たため、「脱退も辞さないものとする」と政府に厳し

い注文をつける形に修正されたとも報道されております。

今後の対応については、ＪＡグループをはじめ農林漁業団体、消費者団体、医師



- 3 -

会等で構成する「ＴＰＰから日本の食と暮らし・いのちを守るネットワーク」への

参画により、政府に対し徹底した情報開示を求めるとともに、国民的議論を深め

「地域経済の発展、農業・医療などの安全・安心な国民生活を確保」する観点か

ら、政府・国会の動向を注視し、要請活動等の取り組みを行う必要があります。

次に、既にご案内申し上げておりますが、来る３月２７日には第９５回総会を開

催いたしますので、ぜひともご出席いただきますようお願いいたします。

本日の会議は、広島市ほか１６市町の農業委員会会長から諮問のありました農

地法第４条、５条関係について、ご審議をいただきます。

そのほか、情報提供として「平成２５年度県農業関係施策と予算について」を予

定しております。

それでは、どうか慎重なるご審議をいただきますようお願い申し上げ、開会のあ

いさつとさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

事務局 ありがとうございました。

それでは、これより会議に入ります。

諮問資料は、資料１の１８ページ、安芸高田市農業委員会の調査表ですが、権利

内容の修正をお願いいたします。

①番の●●さんの「スッポン養殖施設」です。権利内容が「賃貸借権」となって

いますが、「賃借権」と修正をお願いいたします。

②番の●●さんの「一般住宅及び作業小屋、資材置場」について「使用貸借」と

なっていますが「使用貸借権」と修正をお願いいたします。

会則第３７条及び農業会議規則第５条の規定により、副会長に議長を務めていた

だきます。

中谷副会長、どうぞよろしくお願いします。

中谷議 それでは、今回は藏田会長が欠席ですので、私が議長を務めさせていただきま

長 す。

本日の出席会議員数を報告いたします。

常任会議員総数２０名、うち本日の出席は１５名です。

出席者が過半数に達しておりますので、本会議会則第３２条の規定により会議は
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成立いたします。

議事録署名者を私の方から指名いたします。●番、●●会議員、●番、●●会議

員にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

これより審議に入ります。

今回、諮問のありました農地法関係議案の概要につきまして、事務局からご説明

します。

事務局 それでは、今月分の諮問案件の概要を説明いたします。

資料４ページ上段の「総括表（県合計）」の全体集計分をご覧ください。

最下段「計」欄にありますように、延べで２９、実で１７市町農業委員会から

168件、122,876.42㎡、うち「４条」関係が１３市町農業委員会から４９件、

27,337.35㎡、「５条」関係が１６市町農業委員会から119件、95,539.07㎡となっ

ております。

次に、５ページの「転用目的別一覧表」の合計欄をご覧ください。

主要なものを見てみますと、件数では「住宅」が７２件で42.9％、次いで「その

他」が４３件で25.6％、「駐車場」が２５件で14.9％、「資材置場」が１８件で

10.7％となっております。

面積では、「その他」が44,616.82㎡で36.3％、次いで「住宅」が42,508.51㎡で

34.6％、「資材置場」が16,037.28㎡で13.1％、「駐車場」が11,496.81㎡で9.4％

となっております。

以上で、「今月分の諮問案件」の総括説明を終わります。

なお、「主要案件」につきましては、関係の市町農業委員会から後ほど説明いた

します。どうぞよろしくお願いいたします。

中谷議 ただ今の事務局の説明について、皆様方の方から、ご意見、ご質問がございまし

長 たらお願いいたします。

常任会 （質疑、特になし）

議員
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中谷議 ご質問がないようですので、第１号議案「農地法第４条の規定による諮問につい

長 て」を議題とさせていただきます。

それでは、三原市農業委員会からお願いいたします。

三原市 三原市農業委員会です。

農業委 資料１の１ページ及び資料３の１ページをご覧ください。

員会 １番の案件について説明いたします。

●●氏によります、農家住宅への転用事案です。

申請人は、三原市に居住し農業を営んでいます。

このたび、現在の住宅では手狭であり、農作業を行うには支障があるため、所有

する本申請地を農家住宅へ転用しようとするものです。

申請地は、三原市役所●●支所から南西へ約５㎞に位置し、●●地区として平成

元年度から平成１０年度にかけて実施された●●事業により整備された第１種農地

です。

申請人の所有する農地は全て第１種農地であり、他に適当な土地もないことか

ら、やむなく申請地を選定したものです。

本件は、農地法施行規則第３３条第４号「住宅その他申請に係る土地の周辺にお

いて居住する者の日常生活上必要な施設で集落に接続して設置されるもの」とし

て、第１種農地の不許可の例外に該当します。

事業規模から見て適切な面積であり、周辺の営農条件に支障を生じるおそれもな

いと認められることから、許可妥当と判断し諮問いたしました。

なお、農振農用地区域からは除外見込みです。

福山市 福山市農業委員会です。

農業委 資料１の２ページ及び資料３の２ページをご覧ください。

員会 １番の案件について説明いたします。

●●さんによります、宅地拡張への転用案件です。

●●さんは、申請地の隣地に居住し病院を経営しております。

このたび、宅地拡張をし、自宅・病院への進入路及び庭敷に転用しようとするも

のです。
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申請地は、●●地区として昭和５８年度から昭和５９年度にかけて実施された●

●事業により整備された第１種農地です。

本件の転用面積は、既存施設用地の面積の２分の１を超えるものではないため、

農地法施行規則第３５条第５号「既存の施設の拡張で拡張に係る部分の敷地の面積

が既存の施設の敷地の面積の２分の１を超えないものに限る」として、第１種農地

の不許可の例外に該当します。

事業規模から見て適切な面積であり、周辺の営農条件に支障を生じるおそれもな

いと認められることから、許可妥当と判断し諮問いたしました。

なお、農振農用地区域からは除外見込みです。

東広島 東広島市農業委員会です。

市農業 資料１の４ページ及び資料３の３ページをご覧ください。

委員会 ２番について説明します。

●●氏によります、庭園への転用事案です。

このたび、自己所有の本申請地及び周辺の農地を購入し、既存の庭園を拡張する

ため転用しようとするものです。

申請地は、ＪＲ西高屋駅の●約２㎞に位置する第２種農地です。

なお、農振農用地区域からは除外見込みであり、第５条と同時申請となっていま

す。

続きまして、資料１の４ページ及び資料３の４ページをご覧ください。

３番について説明いたします。

●●氏によります、貸資材置場への転用事案です。

●●氏は、廿日市市に居住し、社団法人の代表を務めています。

このたび、その法人の数カ所の資材置場を集約、拡張するために、実家に隣接し

た本申請地を転用しようとするものです。

申請地は、●●支所の東約２㎞に位置し、●●地区として昭和６２年度から平成

元年度にかけて実施された●●事業により整備された第１種農地です。

申請人が所有する農地は全て第１種農地であり、他に適当な土地もないことか

ら、やむなく本申請地を選定したものです。

本件は、農地法施行規則第３３条第４号「周辺地域において居住する者の日常生
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活上又は業務上必要な施設で集落に接続して設置されるもの」として、第１種農地

の不許可の例外に該当します。

なお、農振農用地区域からは除外済みです。

ただ今説明しました２件につきましては、いずれも事業規模から見て適切な面積

であり、周辺の営農条件に支障を生じるおそれもないと認められることから、許可

妥当と判断し諮問いたしました。

安芸高 安芸高田市農業委員会です。

田市農 資料１の５ページ及び資料３の５ページをご覧ください。

業委員 １番の案件について説明いたします。

会 ●●氏による、一般住宅への転用事案です。

●●氏は、安芸高田市●●町に居住する団体職員です。

このたび、後継者である長男夫婦が帰郷されることになり、住宅を建設するた

め、転用しようとするものです。

申請地は、●●町●●地区として、昭和４６年度から昭和４８年度にかけて実施

された●●事業により整備された第１種農地です。他に適地がなく、申請者の住居

に隣接する申請地を選定したものです。

本件は、農地法施行規則第３３条第４号「住宅その他申請に係る土地の周辺地域

において居住する者の日常生活上必要な施設で集落に接続して設置されるもの」と

して、第１種農地の不許可の例外に該当します。

事業規模から見て適切な面積であり、周辺の営農条件に支障を生じるおそれもな

いと認められることから、許可妥当と判断し諮問いたしました。

なお、農振農用地区域からは既に除外されている土地でございます。

世羅町 世羅町農業委員会です。

農業委 資料１の６ページ及び資料３の６ページをご覧ください。

員会 １番の案件について説明します。

●●氏によります、農地改良に係る一時転用事案です。

●●氏は、世羅町に居住する建設業者です。

申請地は、ほ場の形状が悪いので、その区画整理のため、平成２５年１２月３１
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日まで一時転用しようとするものです。

申請地は、世羅町役場から●へ約８㎞に位置する第２種農地です。

事業規模から見て適切な面積であり、周辺の営農条件に支障を生じるおそれもな

いと認められることから、許可妥当と判断し諮問いたしました。

なお、土砂埋立行為については、広島県土砂の適正処理に関する条例第１６条の

規定により許可を得ています。

なお、農振農用地区域からは除外済みです。

議長 以上で、説明が終わりました。

ただ今、ご報告のありました案件と、それ以外の案件について、合わせて４９

件の諮問を受けております。

これらについて、皆様方からご意見、ご質問があれば、お願いいたします。

常任会 （質疑、特になし）

議員

議長 ご質問がないようですので採決に入ります。

第１号議案は、「諮問のとおり許可されることに異議ない」旨、答申することに

賛成の方は挙手をお願いします。

常任会 （挙手） 【挙手の数の確認】

議員

議長 挙手全員でございます。

第１号議案は、「諮問のとおり許可されることに異議ない」旨、答申いたしま

す。

続きまして、第２号議案「農地法第５条の規定による諮問について」を議題にい

たします。

関係の農業委員会から、順次ご説明をお願いいたします。

それでは、呉市農業委員会からお願いします。
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呉市農 呉市農業委員会です。

業委員 資料１の８ページ及び資料３の７ページをご覧ください。

会 １番の案件について説明をいたします。

有限会社「●●」によります、太陽光発電パネル設置に係る転用事案です。

有限会社「●●」は、安芸郡府中町で主として不動産業を営む会社です。

このたび、電気の売電事業に進出するため、太陽光発電パネルを設置するため、

２０年間の賃貸借契約をし、転用しようとするものです。

申請地は、呉市倉橋市民センターの●約３㎞に位置し、県道●号線●●バイパス

と山林との間の第２種農地で、比較的平地で日当たりも良く、太陽光発電設備に最

適地と考え選定されました。

事業規模から見て適切な面積であり、周辺の営農条件に支障を生じるおそれもな

いと認められることから、許可妥当と判断し諮問いたしました。

なお、資料４の調査結果の⑤の「他法令の状況」ですが、再生可能エネルギー発

電設備の認定については、平成２５年２月２８日付けで認定済みとなっておりま

す。

三原市 三原市農業委員会です。

農業委 資料１の９ページ及び資料３の８ページをご覧ください。

員会 １番と２番は同一案件のため、一括して説明いたします。

●●氏によります、農家住宅への転用事案です。

申請者は、三原市に居住しています。

このたび、現在の住居では手狭であり、親の介護を行うに支障があるため、祖父

母が所有する本申請地を譲り受け、農家住宅へ転用しようとするものです。

申請地は、三原市役所●●支所から南西へ約３㎞に位置し、●●地区として昭和

６０年度から平成６年度にかけて実施された●●事業により整備された第１種農地

です。

申請人の家族が所有する農地は全て第１種農地ばかりであり、他に適当な土地も

ないことから、やむなく申請人の祖父母の住居に隣接する申請地を選定したもので

す。
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本件は、農地法施行規則第３３条第４号「住宅その他申請に係る土地の周辺の地

域において居住する者の日常生活上必要な施設で集落に接続して設置されるもの」

として、第１種農地の不許可の例外に該当します。

事業規模から見て適切な面積であり、周辺の営農条件に支障を生じるおそれもな

いと認められることから、許可妥当と判断し諮問いたしました。

なお、農振農用地区域からは除外見込みです。

尾道市 尾道市農業委員会です。

農業委 資料１の１０ページ及び資料３の９ページをご覧ください。

員会 １番について説明いたします。

株式会社●●による、資材置場への転用事案です。

株式会社●●は、尾道市●●に本店を置く、電気設備工事会社です。

このたび、会社の近くへ資材置場を設けるため、申請地を転用しようとするもの

です。

申請地は、●●地区●●事業として平成１２年度から平成１７年度にかけて実施

された●●事業により整備された第１種農地ですが、土地改良法第７条第４項に規

定する非農用地区域と定められた区域内にある土地です。

周辺の農地は第１種農地ばかりであり、他に適当な土地もないことから、やむな

く会社に近い申請地を選定したものです。

本件は、農地法施行規則第３７条第５号「土地改良法第７条第４項に規定する非

農用地区域と定められた区域内にある土地を当該非農用地区域に係る土地改良事業

計画に定められた用途に供する行為」として、第１種農地の不許可の例外に該当し

ます。

事業規模から見て適切な面積であり、周辺の営農条件に支障を生じるおそれもな

いと認められることから、許可妥当と判断し諮問いたしました。

三次市 三次市農業委員会です。

農業委 資料１の１２ページ及び資料３の１０ページをご覧ください。

員会 １番及び２番の案件について説明します。

●●株式会社によります、ダム保全用地への転用案件です。
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●●株式会社は、広島市に本店を置き、中国地方ほかへ電力事業を営む会社で

す。

このたび、三次市●●にあります一級河川・●●水系●●川に設置されている●

●株式会社が管理する発電用ダム●●ダム上流で、洪水時の冠水する範囲に含まれ

ることが分かりましたので、用地を取得し、ダム保全用地として転用しようとする

ものです。

申請地は、三次市役所●●支所から北西に約１０㎞に位置する第２種農地です。

事業規模から見て適切な面積であり、周辺の営農条件に支障を生じるおそれもな

いと認められることから、許可妥当と判断し諮問いたしました。

続いて、資料１の１２ページ及び資料３の１１ページをご覧ください。

３番の案件について説明いたします。

株式会社●●によります、農機具庫等への転用事案です。

株式会社●●は、平成２４年３月３０日付けで設立、三次市●●町にあります農

業に関する事業をする農業生産法人です。

このたび、障害者を雇用するため、申請地に作業所、休憩所及びトイレ用地とし

て、また農機具庫が手狭であることから転用しようとするものです。

申請地は、三次市役所●●支所から南西約２㎞にある第１種農地です。

申請地は、●●地区として平成１２年度から平成１４年度にかけて実施された●

●事業により整備された第１種農地で、農振農用地区域内農地です。

周辺は全て第１種農地ばかりであり、他に適当な土地がないことから、やむなく

申請地を選定しました。

本件は、農地法施行令第１０条第１号第２号イ「申請に係る農地を農業用施設に

供するものである場合」として、第１種農地の不許可の例外に該当します。

事業規模から見て適切な面積であり、周辺の営農条件に支障を生じるおそれもな

いと認められることから、許可妥当と判断し諮問いたしました。

なお、農振農用地区域用途区分変更見込みです。

続きまして、資料１の１２ページ及び資料３の１２ページをご覧ください。

４番の案件について説明いたします。

有限会社「●●」によります店舗及び駐車場への転用事案です。

有限会社「●●」は、三次市●●内で小売業を営む会社です。
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このたび、新店舗を設置するため、申請地を店舗用地として賃貸借し転用しよう

とするものです。

申請地は、三次市役所から●約２㎞に位置する第３種農地です

事業規模から見て適切な面積であり、周辺の営農条件に支障を生じるおそれもな

いと認められることから、許可妥当と判断し諮問いたしました。

なお、開発許可については、担当部局から許可見込みとの判断を得ています。

東広島 東広島市農業委員会です。

市農業 資料１の１３ページ及び資料３の１３ページをご覧ください。

委員会 １番について説明いたします。

有限会社●●によります、資材置場への転用事案です。

有限会社●●は、東広島市に本店を置き、不動産業を営む会社です。

現在の資材置場では手狭となり、また借地であることから、事務所近くの父の所

有する本申請地に資材置場を整備するため転用しようとするものです。

本申請地は、東広島市役所の●約２㎞に位置し、●●地区として昭和４３年度か

ら昭和４９年度にかけて実施された●●事業により整備された第１種農地です。

譲渡人が所有する農地は全て第１種農地であり、他に適当な土地もないことか

ら、やむなく本申請地を選定したものです。

本件は、農地法施行規則第３３条第４号「周辺地域において居住する者の日常生

活上必要な施設で集落に接続して設置されるもの」として、第１種農地の不許可の

例外に該当します。

なお、農振農用地からは除外見込みです。

続きまして、資料１の１３ページ及び資料３の１４ページをご覧ください。

３番について説明いたします。

●●株式会社によります、駐車場への転用事案です。

●●株式会社は、広島市に本店を置き、自動車販売業を営む会社です。

このたび、市道改良に伴い、新車保管場が事業用地として買収されるため、現在

の施設に隣接する本申請地に駐車場を整備するため転用しようとするものです。

申請地は、東広島市役所の●約７㎞に位置し、●●地区として昭和６２年度から

平成４年度にかけて実施された●●事業により整備された第１種農地です。
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既存施設の最寄りで他に適当な土地もないことから、やむなく本申請地を選定し

たものです。

本件は、農地法施行規則第３５条第５号「既存の施設の拡張で拡張に係る部分の

敷地の面積が既存の施設のうちの面積の２分の１を超えないものに限るもの」とし

て、第１種農地の不許可の例外に該当します。

なお、農振農用地からは除外見込みです。

続きまして、資料１の１３ページ及び資料３の１５ページをご覧ください。

５番について説明いたします。

●●氏によります、庭園への転用事案です。

この案件は、先ほど説明しました第４条許可と同時申請となっています。

続きまして、資料１の１３ページ及び資料３の１６ページをご覧ください。

６番について説明いたします。

●●氏によります、共同住宅への転用事案です。

このたび、アパート経営を始める計画であり、自宅前で母が所有する本申請地に

共同住宅を建設するため、転用しようとするものです。

申請地は、ＪＲ西高屋駅の●約1.8㎞に位置する第２種農地です。

なお、開発許可についても担当部局から許可見込みとの判断を得ています。

続きまして、資料１の１３ページ及び資料３の１７ページをご覧ください。

７番から９番について説明いたします。

有限会社●●によります、建売住宅への転用事案です。

有限会社●●は、広島市に本店を置き、不動産業を営む会社です。

このたび、本申請地に建売住宅を１９棟建築し販売するため、転用しようとする

ものです。

申請地は、ＪＲ西高屋駅の●約１㎞に位置する第２種農地です。

なお、開発許可についても担当部局から許可見込みとの判断を得ています。

続きまして、資料１の１４ページ及び資料３の１８ページをご覧ください。

１０番から１２番について説明いたします。

株式会社●●によります、店舗への転用事案です。

株式会社●●は、東京都に本店を置き、流通小売業を営む会社です。

このたび、事業規模の拡大を図るため、本申請地を店舗及び駐車場に転用しよう



- 14 -

とするものです。

申請地は、ＪＲ西高屋駅の●約3.5㎞に位置する第２種農地です。

なお、農振農用地からは除外見込みであり、開発許可についても担当部局から許

可見込みとの判断を得ています。

続きまして、資料１の１４ページ及び資料３の１９ページをご覧ください。

１３番から１６番について説明いたします。

●●有限会社によります、建売住宅への転用事案です。

●●有限会社は、呉市に本店を置き、運送業や不動産業を営む会社です。

このたび、本申請地に建売住宅を３９棟建築し、販売するため、転用しようとす

るものです。

申請地は、ＪＲ西高屋駅の●260ｍに位置する第３種農地です。

なお、開発許可についても担当部局から許可見込みとの判断を得ています。

続きまして、資料１の１５ページ及び資料３の２０ページをご覧ください。

１７番から２４番について説明いたします。

●●株式会社によります、建売住宅への転用事案です。

●●株式会社は、岡山市に本店を置き、建設業を営む会社です。

このたび、本申請地に建売住宅を３６棟建築し、販売するため、転用しようとす

るものです。

申請地は、ＪＲ西高屋駅の●270ｍに位置する第３種農地です。

なお、開発許可についても担当部局から許可見込みとの判断を得ています。

続きまして、資料１の１６ページ及び資料３の２１ページをご覧ください。

２５番から２７番について説明いたします。

有限会社●●によります、太陽光発電施設への転用事案です。

有限会社●●は、広島市に本店を置き、不動産業を営む会社です。

現在も小規模な太陽光発電施設による売電事業を行っていますが、このたび、本

格的に売電事業に参入する計画であり、本申請地に太陽光発電施設を設置するた

め、転用しようとするものです。

申請地は、東広島市役所●１２㎞に位置する第２種農地です。

続きまして、資料１の１６ページ及び資料３の２２ページをご覧ください。

２８番について説明いたします。
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有限会社､●●によります、資材置場への転用事案です。

有限会社●●は、東広島市に本店を置き、建設業を営む会社です。

国道375号線道路改良事業のため、現在の場所に事務所を移転しましたが、工事

用の資材を保管している資材置場から離れたことにより資材の管理が難しくなって

おり、また借地契約の更新時期を迎えることから、事務所に近接する本申請地に資

材置場を移転させるため、転用しようとするものです。

申請地は、●●支所の東約２㎞に位置する第２種農地です。

なお、農振農用地からは除外見込みです。

ただ今説明しました２６件につきましては、いずれも事業規模から見て適切な面

積であり、周辺の営農条件に支障を生じるおそれもないと認められることから、許

可妥当と判断し諮問いたしました。

安芸高 安芸高田市農業委員会です。

田市農 資料１の１８ページ及び資料３の２３ページをご覧ください。

業委員 １番の案件について説明します。

会 ●●氏による、スッポン養殖用施設への転用事案です。

●●氏は、広島市●●区に居住し、スッポンの養殖を自営で行っています。

このたび、作業効率を上げ、同時に職員の安全な環境と負担軽減を図ることを目

的に、作業所・倉庫・事務所・駐車場を建設するため、転用しようとするもので

す。

申請地は、●●町●●地区●●工区として、昭和４９年度から昭和５７年度にか

けて実施された●●事業により整備された第１種農地です。

他に適地がないため、団地の端に位置し、長年休耕状態にあった申請地を選定し

たものです。

本件は、農地法施行規則第３５条第３号「水産動植物の養殖用施設その他これに

類するもの」として、第１種農地の不許可の例外に該当します。

なお、農振農用地区域からは除外見込みでございます。

続いて、資料１の１８ページ及び資料３の２４ページをご覧ください。

２番の案件について説明します。

●●氏による、一般住宅・作業所・資材置場への転用事案です。
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●●氏は、安芸高田市●●町に居住する公務員です。

このたび、住宅を建設し、一部を木工所を営む父親の作業所と資材置場にするた

め、転用しようとするものです。

申請地は、●●町●●地区●●工区として、昭和５１年度から昭和５７年度にか

けて実施された●●事業により整備された第１種農地です。

他に適当な土地もないことから、やむなく国道沿いで現在の居住地に近い申請地

を選定したものです。

本件は、農地法施行規則第３３条第４号「住宅その他申請に係る土地の周辺地域

において居住する者の日常生活上必要な施設で集落に接続して設置されるもの」と

して、第１種農地の不許可の例外に該当します。

なお、農振農用地区域からは除外見込みです。

いずれの案件も、事業規模から見て適切な面積であり、周辺の営農条件に支障を

生じるおそれもないと認められることから、許可妥当と判断し諮問いたしました。

江田島 江田島市農業委員会です。

市農業 資料１の１９ページ及び資料３の２５ページをお開きください。

委員会 １番と２番の案件について説明します。

●●株式会社によります、駐車場及び資材置場等への転用事案です。

●●株式会社は、江田島市で水産物加工販売業を営む会社です。

現在、当社の駐車場は申請地北隣などを借地しており、資材置場は約３㎞離れた

旧本社にあるため大変効率が悪くなっております。また、ナマコやカキの干場も旧

本社付近を借地している状況です。このため、申請地を取得し、駐車場として従業

員用４５区画、大型トラック用４区画を整備し、資材置場には出荷用の発泡スチロ

ール箱約1,000個、コンテナ約600個、セイロ約２万枚などを配置し、ナマコとカキ

の干場としては758㎡を利用しようとするものです。

申請地は、江田島市役所から●へ約５㎞に位置する第２種農地です。

事業規模から見て適切な面積であり、周辺の営農条件に支障を生じるおそれもな

いと認められることから、許可妥当と判断し諮問いたしました。

安芸太 安芸太田町農業委員会です。
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田町農 資料１の２０ページ及び資料３の２６ページをご覧ください。

業委員 １番から５番については同一案件ですので、一括して説明します。

会 有限会社●●によります、砂利採取の一時転用事案です。

申請人の有限会社●●は、広島市●●区に本社を置く砂利採取販売会社です。

このたび、申請地を借り受け砂利採取をしようとするものです。

申請地は、安芸太田町役場●●支所から南へ約５㎞の所に位置する一部農振農用

地区域内の第２種農地です。

一時転用期間は３年間で、砂利採取後は農地に復元する計画です。

本件は、農地法施行令第１８条第１項第１号の「仮設工作物の設置その他の一時

的な利用に供するために行うものであって、農振法の規定により定められた農業振

興地域整備計画の達成に支障を生じるおそれがないと認められること」として、農

振農用地区域内農地の不許可の例外に該当します。

事業規模から見て適切な面積であり、周辺の営農条件に支障を生じるおそれもな

いと認められることから、許可妥当と判断し諮問いたしました。

なお、砂利採取計画については、担当部局から認可見込みとの判断を得ていま

す。

議長 以上で、説明が終わりました。

ここで、常任会議員による農地法諮問案件に係る事前現地調査といたしまして、

農地法第５条の規定に基づき、呉市農業委員会と東広島市農業委員会の転用案件に

ついて、３月８日に地元農業委員会会長立ち会いのもと、現地調査を行いました。

その調査報告を、●●常任会議員さんと●●常任会議員さんにお願いいたしま

す。

まず、呉市の諮問案件について、●●会議員さん、報告をお願いします。

●●常 現地調査の結果報告をさせていただきます。

任会議 資料４の１～３ページをご覧ください。その関連で、資料１の８ページの１番、

員 資料３の７ページをご覧ください。

まず調査日時ですが、平成２５年３月８日１０時１０分から行いました。

現地調査した農業委員会は呉市農業委員会、調査員は、江田島市の●●会長さん
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と、私、●●が実施いたしました。立会人としましては、呉市農業委員会の●●会

長さん、農業委員会事務局の職員の皆様、また県の農業会議の事務局の皆様です。

調査の案件ですが、太陽光発電施設への転用案件ということです。

所在地は、呉市の●●町です。地目は田３筆が4,283㎡、畑２筆が3,063㎡という

ことで、合計7,346㎡です。農地区分は第２種農地です。

申請人は、有限会社「●●」の代表取締役、●●氏でございます。不動産業を営

んでおられまして、転用計画が太陽光パネル1,920枚、発電量として499.2kwを予定

されています。なお、それに併用地がございまして、山林でございますが1,446

㎡。トータルで申し上げますと9,700㎡でございます。

調査の理由ですが、太陽光発電施設への転用の妥当性について確認をしました。

調査方法は、倉橋市民センターで概要を聞き取りました後に、現地調査をいたし

ました。

調査の結果を申し上げます。

「申請地の状況」ですが、申請地は倉橋市民センターから北へ約３㎞に位置する

第２種農地です。県道の●号線●●バイパスと山林との間の農地でございます。西

側は申請者所有の畑で、それ以外は全て山林に囲まれております。以前は、ここで

果樹としてウメを栽培されており、梅林公園としてやっておられましたが、樹木が

枯れたために今は休耕中で、現状は保全管理の状況です。

２ページをご覧ください。右上に矢印が出ておりますが、これがちょうど北方向

になろうかと思います。西側が海が見える面、今の北口の方が山手です。北と東

側。そして、下の方が所有する畑という格好でございます。

３ページをご覧いただくと、下の写真が、ちょうど梅林公園のイメージがまだ残

っておりますが、こういう状況です。

それでは、恐れ入りますが、１ページにお戻りいただければと思います。

２番目の「転用する理由」ですが、申請者は不動産業を経営しておられますの

で、今回、売電事業へ参画したい、経営の多角化ということで太陽光発電施設で転

用するものであります。

申請に係る権利の内容は賃借権でございます。

「申請地の選定理由」ですが、この申請地は太陽光発電に適した日当たりの良い

場所で、管理も容易であるということで選定をされたものです。先ほどの地図から
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も、写真からもよくおわかりいただけたと思います。

４番目「転用の妥当性」ですが、事業規模・立地条件等々から、転用理由・土地

選定・転用面積ともやむを得ないものと認められます。それから事業資金計画です

が、これは１億9,000万円ということで、適正な資金計画を立てておられると見て

おります。申請地の位置及び被害防除措置計画等々から見て、周辺農地に悪影響を

生じるおそれはないと認められます。

５番目の「他法令の状況」ですが、まず一つには農振地域の整備に関わる法律の

手続きは不要です。それから都市計画法、宅地造成等々の規制も申請不要でござい

ます。景観条例といったものは全て届出をしておられます。そして今回、再生可能

エネルギーの設備認可申請についても、現在、申請中であるということですので適

正であるというふうに確認をいたしました。

議長 ありがとうございました。

続きまして、東広島市の諮問案件について、●●会議員さんに報告をお願いいた

します。

●●常 ●●でございます。

任会議 それでは、資料１の１６ページの２５番から２７番さらに資料３の２１ページ。

員 それから、「常任会議員による農地転用に対する現地調査結果報告書」という資料

４の４ページをお開きいただきたいと思います。

調査日時は、平成２５年３月８日金曜日１４時から開始しまして、約４５分ぐら

い、市役所の農業委員会の会議室で説明を受けました。その後に現場の方へ移動い

たしました。

現地調査をした農業委員会は東広島市農業委員会で、調査員は私、●●と、竹原

市の●●農業委員会会長で調査しました。立会人は東広島市農業委員会の●●会長

さん、現場には●●農業委員さんにおいでいただきました。さらに東広島市農業委

員会の事務局から３名、県の農業会議の事務局から２名、計８名で現地調査を行い

ました。

調査案件は、太陽光発電施設への転用案件です。

所在地は東広島市●●町で、田が１２筆、畑が１筆の計１３筆で、面積的には合
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わせますと10,405㎡、第２種農地です。

先ほど東広島市の農業委員会からも説明がありましたように、有限会社●●とい

う不動産業を営んでいる方が、新規の取り組みをしたいということで参入されてい

るものです。

転用計画としては、太陽光発電施設、たまたま先ほどの説明にございましたもの

と同じように、枚数は1,920枚、発電量は少し違いまして470kwというようなかたち

で、要はパネルのメーカーが違っているというようなことです。

調査理由は、太陽光発電施設への転用の妥当性を見ました。

調査結果として「申請地の状況」ですが、申請地は東広島市役所の●約１２㎞、

●●小学校から西約1.1㎞に位置する第２種農地で、周辺は山林と住宅地に囲まれ

た農地で山の谷あいといったような場所です。

ここは、ほ場整備をされていない未整備田で、一部保全管理、早く言えば草を刈

ったという程度のことはしておられますが、有害鳥獣被害を受けるような場所でも

あります。また、農地所有者３名は全員が高齢で後継者がいない状態でした。

「転用する理由」は、先ほど来申し上げましたように、不動産業を営んでいる●

●が、今まで小規模な太陽光発電施設による売電事業を行っておりましたが、この

たび、本格的な売電事業に参入するという計画を立てて、本申請地を購入して太陽

光発電施設を、造成工事をしないでブロックを置き、その上に支柱を立ててという

かたちの計画であると聞いております。

報告書の５ページになりますが、そういった中で、点線が入ったようなところが

あり、升目みたいなものがございますが、要はほ場の形態を崩さない形で、今のパ

ネルが置かれるというようなことでございます。

「申請地の選定理由」ですが、ちょうどここは南向きの谷間で太陽光発電に適し

た日当たりの良い場所で、事業規模に対して必要な面積等もあり、電力会社への接

続可能な電柱もすぐそばにあるというようなことで選定したものと考えておりま

す。

「転用の妥当性」についてですが、会長さんはもちろん、その地元の農業委員さ

んからも説明を受けまして、事業規模・立地条件、あるいは転用の関係とかそうい

うのを見ていきますと、ちょうど「転用の妥当性」の最後の行のポツがあります所

に、「申請地の下側には、高低差のある道路があるため、更に下側の農地は寸断さ



- 21 -

れており、水利も違うため、農地転用に関する影響はない」と書かれています。た

またま、今回転用する場所については自然雨水をためるため池だけで、農地より下

側についてはほ場整備をされており、水利権のことについては問題がまったくない

というふうに理解しております。

それで、ここの真ん中ぐらいでしょうか、「パネルの設置は、そのままの状態で

配置するため、雨水は自然流下により水路に排水する」と。排水関係を計画してい

ても、ほとんど、道路サイドから見たほ場整備された方にはまったく影響がないと

いうことで、問題はないと考えております。

「他法令の状況」ですが、再生可能エネルギー発電設備の申請については、もう

既に中国電力株式会社との協議を平成２５年１月１０日に完了しており、現在申請

中であるという報告を受け、これについてはやむなしということで私たちも調査の

報告は完了したところでございます。

図面的には、今の報告書の後ろ側をずっと見ていただければ分かるように谷間で

ございまして、ほかのほ場整備したようなところには関係しないし、他の農業を営

んでいる方の営農状況にはまったく関係ないというふうに判断いたしました。

以上で報告を終わります。

議長 ありがとうございました。

今回諮問のありました資料１の１８ページ、安芸高田市農業委員会の第５条調査

表、１番の案件について、第１種農地の不許可の例外として「施行規則第３５条第

３号」により諮問されております。

先ほど、農業委員会から説明がありましたが、この案件について、農業会議と県

農業技術課により相談いたしました。「施行規則第３５条第３号」が、この転用案

件に適用できるかどうかについて、県農業技術課の見解をご説明ください。

●●専 県庁農業技術課の●●と申します。

門員 今、議長から求められたのは、資料１の１８ページの安芸高田市１番の案件のこ

とだと認識しています。第１種農地ということで、原則、転用は許可できないとい

うことになっておりますが、説明がありましたように、農地法施行規則第３５条第

３項、水産動植物の養殖用施設について不許可の例外に該当しますというもので諮
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問を上げていらっしゃいます。それについて、県としての見解を申し上げたいと思

います。

この３５条３項の前提となっているのは、同じく農地法施行令の１０条第１項２

号のハというものに定められていまして、特別の立地条件を必要とする事業であれ

ば許可ができるという前提の上に養殖施設というものが規定されています。この特

別の立地とはどういうことかということについて説明をさせていただきたいと思い

ます。

全国農業会議所の出版されている参考図書によりますと、読み上げたいと思いま

すが、次のように記載してあります。「事業の内容又は立地する施設の性格等から

見て、用地の選定に任意性がほとんどない事業については、その農地でなければ事

業目的の達成ができないことから、農地の転用を認めることとしている」とありま

す。

そして、養殖用施設については次のように記載をしています。読み上げます。

「養殖施設は、水質・水温・水量等の条件によって、水辺の特定の位置に立地せざ

るを得ないことから規定されている」と説明が書かれています。

そのため、本施設についても、許可する場合には特別の立地が必要であるという

ことが判断できた場合に許可できるのだろうと認識しています。すなわち、養殖施

設の水を確保する上で、そこの農地が必要であり、その選定に任意性がほとんどな

いのであれば許可ができると考えています。

従って、単に養殖施設であるという理由ではなくて、その農地でなければ養殖施

設として事業実施ができないのだという理由を追加して説明を求めていけばいいの

ではないかなと思っております。

議長 ありがとうございました。

ただ今、県から説明がありました。この案件について、ご意見、ご質問があれ

ば、お願いいたします。

●●常 県の説明は分かるのですが、今、担当の職員を連れてきておりますので、その職

任会議 員の方からも説明させたいと思います。それで、なお足りなければ、私がまた説明

員 いたします。そういうことでご理解いただきたいと思います。
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安芸高 安芸高田市農業委員会事務局、私は●●と申します。

田市農 特別な立地条件ということで、このスッポン養殖場としまして選定理由等を詳細

業委員 に申し述べたいと思います。

会 こちら、申請地のあります●●地区●●工区は、ほ場整備事業により一級河川・

●●の水をパイプラインで引き込むことにより農業用水が豊富にある地区でござい

まして、養殖に必要な水を潤沢に使うことができることから、２０年近く前より、

山の日陰に位置する耕作に不向きな休耕田を利用しましてスッポンを養殖されてい

たところでございます。

養殖の面積は、現在1,320㎡あります。今回の申請は、その養殖場の管理に必要

な作業所・事務所・倉庫等の建設でありまして、その養殖に必要な水が潤沢に使え

ることが、こちらの「水産動植物の養殖用施設その他これに類するもの」に該当す

るものとして、特別な立地条件に該当するのではなかろうかという判断をし、諮問

にかけさせていただいたところでございます。

安芸高田市農業委員会事務局からは以上です。

議長 安芸高田市の当該案件については、保留とし、来月、県にも立会をお願いして現

地調査を実施した後に、再度、常任会議員会議の諮問にかけることとしていきたい

と思いますがどうでしょうか。

●●常 この案件については、こういうのが次に出ますよということを前回の時に事務局

任会議 の方に少し申し上げたのですね。それで、案件もいろいろあって、全てを見て回る

員 ことはなかなか難しいから、こういうことになったのだろうと思いますが、それは

次のところでされても結構ですが、問題はここの出されている場所ですね。今回、

たまたま出しておりますスッポン養殖施設・作業所・倉庫、これは土砂で埋められ

ており、今から埋めるよというような場所ではないです。

それで、そこの管理はきちんとして、他の方に迷惑がかからないようにしたい

と。それから、今までスッポンの養殖は約１町余りの面積をされているというとこ

ろについても、隣の田では水稲を作っているとか、あるいはシイタケを作っている

というところもございます。ですから、安芸高田市の農業委員会、特に私は●●の
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地区ですが、●●地区の農業委員６人と事務局とでいつも回りますが、ここについ

てはやむなしと判断しました。

これをそのまま放置していたら、届出もしないで放っておけというようなことに

も結び付くよということで、安芸高田市の農業委員会の●●地区の担当者として

は、これは第５条申請を認めざるを得ないだろうという判断をし、総会にかけ、安

芸高田市農業委員会がよしとしたわけですね。

そうした場合に、いろいろ私も調べましたら、要はこういった申請関係について

は諮問という制度があって、３条関係では諮問は要らないと、あるいは４条、５条

になったら諮問が要るというのも、また面積との関係もございますが、そういった

ところの中での広島県農業会議の常任会議員会議のどこがどういうふうにしたらい

いのだろうかというようなことで、疑問を感じています。

それで、先ほどからありましたように、規則の第３５条３項の水産うんぬんの養

殖施設、これがどれに当たるのだろうかと。県ともやりとりをしましたし、もう一

つは当然、そういったことは県でなく中四国農政局にも相談がいっているのだろう

と思うのですが、そういった中で、ではどういうふうな農業をやっていけばいいの

だという問題に、常に引っ掛かるものですから。

今日も要らないことを、今の会長・事務局長会議でも申し上げたように、まだま

だ言いたいことはございますが、その判断を保留にして次回にという形については

私は反対しますということで発言させていただきます。

議長 お聞きのように、安芸高田市農業委員会会長からのご意見ですが、県との整合

性、あるいは、このことについて事業そのものが農業会議で一応許可というゴーサ

インがないと進まないということになるわけですが、さらにこういうことの細部に

ついて、県と一定の方向性を出した後でないと、本会議に提案として出して、皆さ

んに賛同を受けるというようなことにはちょっと難しいのだという議長の思いがご

ざいます。

それで、おっしゃることもよく分かるわけですが、４月になりますが、十分検討

されて、整合性のあるものをこの会議に出していただくことを約束していただきた

いと思いますがいかがでしょうか。
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●●常 安芸高田市の山﨑でございます。

任会議 整合性というのは、どこをもって整合性というのかというのが一つ問題点です。

員 そして、先ほどからありましたように、１町あまりのスッポンを飼っている。で

は、その周辺でスッポンを飼っているのはどのような状況かというのも、はっきり

申し上げますと、ちょうどこのパネルよりはもう少し低いレベルですが、周囲を鋼

板みたいなもので囲ってあります。要はスッポンが逃げないようにですね。

ですから、畦畔から水が漏れない形をしているだけであって、下の田は田んぼの

ままの土だと。だから、スッポンを飼っても農地転用には当たらない。それを崩し

て、例えば今の水稲を植えようと思ったら植えられるというような案件がある場所

で、要するに不法埋め立てといっては悪いのですが、もう二十何年来、ほったらか

しになっている農地なんです。そういうのはほかのところにもあるだろうと思うの

ですが、そこにたまたまこういう施設を置きたいということであって、次元が違う

のですね。

それで私たちが見たのは、規則の第３５条第３号というものの見方で見た場合、

作業小屋・駐車場、そういったのを今回建てたいだけであって、スッポンの養魚場

を、そこの農地を転用してやりたいという意味合いのことではないわけですから。

そうすると、今現在、耕作放棄地で土砂を埋め立てられている場所、山盛りにな

っていますが、そこはそのままにして、では申請は出さないよと、何も取り下げな

いままの、要するに耕作放棄地というか、違法埋め立てというか、そういうものに

なってしまうだろうと。

それよりは、きちんと整備されて、草の管理もしてもらって、スッポンを飼うな

ら飼ってもらいたいなという思いで出したわけです。そこで、県との整合性を持て

と言われて、では県は、今、私が申し上げたのが十分か不十分か分かりませんが、

そこはどのように考えられているのですか。ここでいくら話をしても話が通じない

のではないかなと思っているのですが。

そうすると、こういった農地転用の手続き関係は、それぞれの財産のところの問

題ですから、それなら放っておけと。農業委員会に言うと、がたがた、がたがた言

ってばかりで自分の思いのようにならないと。

それで、今朝方も少し申し上げましたように、要するに建設業者あるいは他の業

者に対しても、こちらからは常々やらなければいけないと、要するに通達と言いま
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すか通知を出して、協力、違法転用にならないようなお願いもしたりしてはいるん

です。そういった中で、どういうふうにしたらいいのでしょうかと。

そして仮に、いけないのは分かっておりますが、今のように農地を埋め立てられ

て２０数年、おおかた３０年近くになりましょうか、そういった農地は、本当のこ

とを言えば農地法の無断転用。これについては罰則が強化されて、たしか個人が

300万円、法人が何億という格好になっている。では、それはどこの時点から施行

されるのですかと。それで、今時点のところのものは、そういった法令遵守の告発

というものに該当するのですかと。

そういったところがないようにするのが農業委員会で、農地の保全に努めようと

していたところで、これが仮に認められなければ、たぶんそのままでいるような状

態になるだろうと思う。それは、同じようなことが山林にあったり、あるいは今の

減反政策の考えの絡みでいろいろな問題が生じています。

ですから、今日申し上げているもう一つのことは、農業センサスなんかの分で、

あれは５年ごとに見直していると。それを基に農業政策をやっているのはおかしい

のではないかとか、本当をいえば、今の農家環境、そういったものを基に農業政策

を行うべきではないのだろうか等々の施策のあり方、これも考えていただきたいと

思ったりしております。

それで、今の農地法の違法埋め立て等が新たな農地法の改革になって、現状、私

たちが気付いた時はすぐ止めるようにはしております。しかし、埋め立てたもの

を、ではどう戻す手続きがありますかと。仮に墓なんかの場合は言いづらいんです

よね、はっきり申し上げて。これが２０年、３０年たっていたら、やむなしと皆さ

んも同意する。ところが、今現在やりかけていたら、ちょっと困るからストップは

かける。しかし、建った後になるとこれが難しい。その辺を皆さん方はどう考えて

おられるのか。

問題は、農地転用の整合性というのは、どこにあるのかということをお聞かせい

ただきたい。これが私の考えです。

議長 分かりました。●●さんの言われることも、現状では、●●さんの担当するとこ

ろでなくして、他でもそれに似通ったものがあるとは思いますが、そのほかの農業

委員会の方のご意見を伺いたいと思います。
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●●常 県の方にお尋ねしたいのですが、今の特別という第３５条第３項ですが、例えば

任会議 コイの養魚場、ああいうものはこれに該当するわけですよね。

員

●●専 そうですね。

門員

●●常 スッポンとどこが違うのかというのをお聞きしたいのですが。やはり条件がある

任会議 のでしょうか。

員 それともう１点、この「特別の立地条件を要する」という、この施行令でいう第

１０条第１項の関係ですが、例えば、太陽光発電というものはこれには該当しない

という考えでよろしいでしょうか。その２点だけ教えていただきたいのですが。

●●専 コイもスッポンも育てるということでいえば同じだと認識しております。ただ、

門員 そこが特別に必要かどうかという点で、コイも同じような審査基準があるべきとい

うふうに思っております。

太陽光については、今、国の見解でいうと、太陽はどこへでも降り注ぐというこ

とで、これに該当しないという認識をしております。

●●常 ありがとうございます。

任会議

員

議長 そのほかの方のご意見を、ぜひお願いしたいと思います。こちらの県の方の、あ

るいは１号会議員以外の会議員さんの方からもご意見をいただきたいと思います

が、いかがでしょうか。

真剣に考えてもらわないと、先ほど●●さんの言われることと県のおっしゃるこ

とで、どこがどう違うのだろうかと言いましても、この件については、これを許可

した場合にどうなるかというおのおのの考えがあると思うので、その辺を再度十分
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検討して、現地を目の前において検討して、また４月にその結論を出すというの

が、私としては、まさしく分かりやすく、次に進む場合にいいのではなかろうか

と。議長がこんなことを言ってもいけないのですが、時と場合によっては許してい

ただいて、その辺はどうでしょうか。

県の方から一つ。どうしてもいけないということをおっしゃるものではないと思

うのですが、現状をどう有効に利用していくかということが、●●さんのおっしゃ

るようなことだと思うので、これからのいろいろな農地の荒廃化というものを止め

るためにも、その辺が一つの方策でもあるように思うのですが。

●●常 私も実は、今お話を聞いておりまして、100％理解したわけでもないのですが、

任会議 要は県の方は、国家でいえば法制局長官に当たる。われわれは行政側の立場で、い

員 わゆる高齢化社会、いろいろなことから妥当性を求められて、判決ではないのです

が行政を行っていくわけです。

それで、問題はある事件の定義ですね。一つの事件があって、法制局長官は疑問

点がある。われわれはそれに従ってやるのですが、いろいろ解釈の違いで定義でき

ないと。これは、また法制局長官の方に従うか、しかし法治国家ですからそうなり

ますよね。

今、議長が言われますように、ここで決定した場合に、それがまた農地法の前例

となって、あの時に許可したではないか、どうじゃないか、こうじゃないかという

ことになっても困る。問題は、この事案に緊急性と重大性があって、今日解決しな

ければ明日困るというものであれば、今晩徹夜してでもやらなければいけないと思

いますが、今お話を聞いていたら、重大性はあるけれども、緊急性はどうかなと私

は思います。

そうであれば、もう一度、法制局長官ではありませんが、そこの行政大臣とよく

協議してもらって、大げさに言うようですが、ここで決定したことが１０年、100

年、社会によって変遷がない限りは、それが一つの手本となって後世に結び付くと

いうような決定をしてもらいたい。

今のお話を聞いていたら、どうもまだ生半可なものをただ言われるようで、ちょ

っと具合が悪いような気がします。
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議長 分かりました。そうしたご意見も。もう一つ、同じことでも結構ですが、力強い

ものをいただきたいと思うのですが。

●●常 もう一つということですので言わせていただきます。

任会議 今回の安芸高田市農業委員会の場合は、第１種農地であるがための問題点である

員 ということですから、これは先ほど●●会長が言われたようなかたちで、十分に詰

めておく必要性があろうかというふうに思います。

ただ一点、現在、各３条、４条、５条の審査といいますか、決定権が各農業委員

会へ権限移譲されてきております。権限移譲されている現状の中で、この農業会議

で諮問されたものを審議して、決定か、さもなければ不決定になった場合、どちら

が今の法律で言えば優先権があるのか、そのことを今の私は理解しきっていないん

です。

ですから、権限移譲された以上は、なぜ県でこういう審査をしなければいけない

のかなというのは常々思いながら今もやっているのですが、その権限とはどこなの

かと。移譲して、なおかつ県知事に審査の諮問をしなければいけない理由はどこに

あるのか。

だから、あくまでそれは認可をする過程の中での指導として、今の法律の解釈上

から言えば、各農業委員会が許可はしたけど、このようなものを再度調整されたら

どうですかというかたちのこの協議なのかというのが、どうも十分理解しきれてい

ないというのが現状なんです。

議長 わかりました。では、難しい質問のように取らないで、前向きに県の方で答弁し

ていただきます。

●●専 十分答弁できるかどうかわかりませんが、おっしゃるとおり、権限移譲させてい

門員 ただきましたので、決定権は当然、許可権者である市町農業委員会にあります。

その上で、県への指導とか諮問ということを言われましたが、ちょっと明確に、

県と県の農業会議は一緒ではないという前提で、まず農業会議さんの方から話をさ

せていただきますと、諮問をして農業委員会との決定が異なった場合については、

結論から申しますと、異なった決定であっても農業委員会の判断で許可ができると
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いうことにはなっております。

しかし一方で、法令でわざわざ農業会議に諮問しなければならないというふうに

書いてある理由のところの意義も、十分に斟酌する必要はあるのかなと思っており

ます。

県の立場としては、権限移譲した立場ですが、法令的に言うと、細かいことにな

りますが、地方自治法で法令に違反しているということになりますと、県から市町

なり農業委員会さんに対して是正の要求ができるというふうになっております。

議長 ありがとうございました。

議長としてはよく分かりますというようなわけにも行かないわけですが、次の４

月に再度審議するということが、慎重さがあっていいように思います。その方向で

採決を取りたいと思いますがいかがでしょうか。

●●常 私は反対です。

任会議

員

議長 それでは、採決に入らせていただいていいでしょうか。

この採決は一括で、次の東広島市の件がありますので次に進ませていただきま

す。

資料１の１３ページの５番をご覧ください。

この件について県と相談をしておりますので、県から見解を説明していただけま

すか。

●●専 それでは、引き続き失礼します。

門員 今ご質問がありました資料１の１３ページの５番の案件、東広島市●●町におけ

る庭園の拡張について。ご質問の意図は、庭園とすれば、４条と５条を合わせて４

反あまりという庭園で、非常に広いので、それがいいのかどうかという観点でのご

質問だと認識しています。そこに関して県の考え方を述べさせていただきます。

立地基準で言いますと、ここは第２種農地ですから、ほかに代替えする土地がな
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ければ立地基準は満たしていると思います。あとは一般基準と被害防除を講じてい

るかどうかということになると思いますが、一般基準においては、ご承知のように

資力、お金があるかどうかとか、１年以内に転用できるかどうかということと合わ

せて、規模が適正かどうかということを審査するようになっています。

庭園として、この４反あまりが適正規模かどうかについて、基準を設けるのは非

常に困難だと考えています。従って、庭園を設置する、拡張する目的があると思う

のですが、そこと整合しているかどうかについて、拡張せざるを得ないのかなとい

うふうに思っています。

そして、最後に被害防除ですが、これだけ広い庭園なので、ほかの農地に影響が

あるかどうか、そこについて、どう審査されているのかというところがあろうかと

思います。

従って２点、「規模が適正と判断した根拠」と、「周辺の農地への悪影響がある

のかないのか、」そこについて説明を求めてはいかがかなと思っております。

議長 ありがとうございました。

ただ今の説明について、皆さんからのご意見がございましたらお願いいたしま

す。

●●常 該当の地域でございますので、一つお願いします。

任会議 たしかに、先ほどおっしゃいましたように、庭園として非常に適正規模でないと

員 おっしゃることはよく分かるのですが、これも先ほどの安芸高田市と同じなので

す。実は耕作放棄地になっているという現状の中で、そういうものを作られるのな

ら、ある程度の許容を認めようと。

ただ、これをいつまでも認可しておりますと、だんだんともっとひどくなります

ので、その点は実は苦慮はしております。その歯止めは当然しなければいけないの

ですが、もう少し具体的に言いますと、これは病院の先生で金はいくらでもある

と。

いろいろとおっしゃることはよくわかります。ただ、それについて、先ほどの●

●会長さんと同じように、やはり現地を預かっている者からすれば、ある反面、理

由は片面もございまして、ここはここでやらなければいけないと、こういう判断が
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実はございました。

そういう意味で、今、規模的に、あるいは土地の被害防除ということもございま

すが、土地的にはたしかにそういうこともありますが、被害防除としては一応、今

のところはないというふうに判断を得ております。

議長 ありがとうございました。

担当の方からのご意見でありましたので、そのほかの会議員さんの方から少しい

ただきたいと思うのですが。

●●常 ●●でございます。この問題は本当に大変苦しい問題です。それで、県の方の規

任会議 則というか、それに照らしていけば、農家住宅は1,000㎡以内、一般住宅は

員 500㎡、そういったものを守って、庭敷だろうと何だろうとやらざるを得ない。

ただ一方では、要するに耕作放棄地でどうしようもないというのも現状であっ

て、それを有効利用するにはどういう方法があるのかというので、東広島市の場合

には、ここへ出てきておりますように庭敷と進入路とを合わせて約４反ですか。そ

れと同じようなことが、安芸高田市においても、放っておくよりはスッポンの関係

で、そこの隣のあれは約１反ぐらいだったと思いますが、そういったところを駐車

場なり作業所なり、あるいはそれを管理する場所としていいのではないかという判

断をしたわけでございます。余計なことを申し上げましたけれども、一応、そうい

うことをつけさせていただきます。

議長 東広島市の立場で話をしてもらったということですか。

●●常 いや、そうでもないです。

任会議

員

議長 似たようなといっても、これは１種農地と２種農地の大きな違いもあるし、それ

から、全てやることが似たようでも、目的は違うということは頭に置いて言っても
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らえればありがたいのですが。

それでは、議長の判断を出すのはいかがかと思いますが、同じような方が同じよ

うなご意見を述べるというのは会議が延長に入るような気がするので、保留という

言葉はあまりよくないのですが、やはり４月に再度、この場で、それこそ優れもの

を出していただいて、県も具体的に立派なものを考えていただいて。

方向性は、おっしゃるように遊休化するよりはいいのではなかろうかという、こ

れは当然のことだと思います。このようなものの考えをするということが公的にど

うかということの判断はあろうと思うので、まず４月に立派なものを出していただ

いたらと思うのですが。そのように再度、皆さんにお諮りするということでお願い

できないでしょうか。

●●常 一応、今日の常任会議員会議の結果は、当然、安芸高田市の農業委員会の会長

任会議 として農業委員全員に総会で報告しなければいけない。ただし、報告しても同じ場

員 合もございます。そういった時には、どうしたらよろしいでしょうかという問題が

あります。たぶん、同じになるとは思っています。

議長 当然のごとく、県との十分な念入りなことを協議されることを期待します。

以上のように進めさせていただきます。

では、資料１の１８ページ１番の安芸高田市の件については、また４月に再度審

議する方がいいという方の挙手をお願いします。

常任会 【挙手１４人】

議員

議長 多数の挙手でございますので、一応このことには決着がついたと思います。

また４月に皆さんに審議していただきます。

次に資料１の１３ページ５番の東広島市の事案について、同じように４月に審議

するほうがいいという方の挙手をお願いいたします。

●●常 時間が延びているところところ大変申し訳ないのですが、県の方にお尋ねさせて
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任会議 もらいたいのは、この件について、どこに違法性があり、妥当性がないのかという

員 のを一つ明確にしていただければと思います。お願いします。

議長 延ばしてどうかということも含めてですか。

●●常 延ばしてどうかというのはいいとして、保留となる要素がよく見えないので、そ

任会議 れをまず教えていただきたいと。

員

議長 それでは、県の方お願いします。

●●専 繰り返しになるかもしれませんけれども、規模が適正かどうかということと、被

門員 害防除の妥当性について、先ほど議長さんが言われましたように、第１種農地、第

２種農地の違いもありますし、今日説明できるのであれば、この場で説明をしてい

ただいて、会議員さんの判断をいただけるのであれば、今日判断もあるのかなとは

思っております。

●●常 これは、第２種農地でございますので、県の方からのご指摘をいただきました

任会議 が、これも非常に分かりにくい判断です。それから、被害防除はないというふうに

員 思っておりますので、それを今度、何かの時に、これで延期というふうになります

と、その規模の大きさがどれだけならよいのか。その辺を教えてください。。

これが本当に今回、議長さん、延期するのはいいと思うのですが、全てに絡んで

くると思うんですね。では、今までの常任の中で規模が適正だったのかどうかとい

う判断をするのに、何となく自主的な判断でやっていたと思うのです。もし、もっ

と意義が明確であるならば、そういう判断を切り替えますけれども、規模のことに

なったら、もう全部規模になるので、ちょっと何とも言えないんです。

ですから、もし議長さんが、ちょっと言い方は悪いのですが、次回からこういう

規模は駄目だという明確なものがあれば納得させていただきたいのですが、今の理
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由ですと、ちょっと納得ができないということがありますので、ご理解いただけま

すでしょうか。いけないというのではないですが、全てそうなってしまうので、そ

の辺をちょっと明確にしていただきたいと思います。

その時々によって考えが変わると非常に難しいなと思いますので、その辺をよろ

しくお願いいたします。

議長 議長は議事を進めることと、決することの仕事を請け負っているので、具体的に

どうという判断は皆さんがしないと、議長でごり押しにやるというこの場ではない

という理解をしているので、十分検討するためには４月の常任会議委員会議で再審

議という思いは議長としてあります。

だから、賛否も問えない、議事を進めるにしても県の見解も定かではない。そし

て、またこの議案そのものが現に遊休化するものをどう止めるかということについ

て、やはり農業委員会としては大きな問題でもあるし、この辺のところを、誰か決

するような力強いものを言葉として出してくれることを期待をしないと、議長とし

てこうしますという勝手なものはできないと思うので、ご理解を願います。

ですから、まだ説明が足りないということではないのですが、まだ説明が必要だ

ということをお願いします。

東広島 東広島市農業委員会事務局、●●です。

市農業 この件につきまして、第２種農地ということでの判断をしております。この

委員会 4,000㎡が大きいかどうかという議論が先ほどからされておりますが、この既存施

設、既に6,000㎡ございます。合わせて１haの規模の庭園になる予定でございまし

て、今回4,000㎡の転用の申請が出ております。

当然、私どもも、この案件につきましては、かねてから現地等に行かせていただ

いておりまして、この転用者とも協議をさせていただいております。周辺の農地と

の影響についても検討をしておりますし、水路についても庭園の中を通っておりま

すものについては、まったく手をつけていないというか、逆に保全をしているとい

う状況で、周辺の農地への影響もないということで判断をして今回諮問をしており

ます。その点は、十分ご理解いただいてご判断いただければと思います。よろしく

お願いいたします。
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議長 今、東広島市の事務局の方から、いろいろ細部にわたって説明がありました。ど

うしても今回決定をみないといけないという強いご意見があるわけですが、県はそ

れに対応して、そのように自信を持って答弁をしていただく。そして、また立派に

採決を取れるように話してください。

５分ぐらい休憩します。

（休 憩）

議長 会議を再開します。先ほどから審議中の●●氏による「敷地拡張、庭園への農地

転用について」東広島市農業委員会より詳しい説明をお願いいたします。

東広島 今回、庭園への転用としておりましたが、地域の住民も自由に出入りできる公園

市農業 として考えられていますので、規模的には適正であると判断しております。

委員会

議長 ありがとうございました。ただ今の説明について、ご意見がございましたらお願

いいたします。

常任会 （質疑、特になし）

議員

議長 それでは、採決に入ります。

第２号議案は、「資料１の１８ページ、安芸高田市の①番」を除く１１７件の案

件について、諮問のとおり許可されることに異議ない」旨、答申することに賛成の

方は挙手をお願いします。

常任会 （挙手） 【挙手の数の確認】

議員
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議長 挙手全員でございます。

第２号議案は、「諮問のとおり１１７の案件については許可されることに異議な

い」旨、答申いたします。

審議事項については以上で終了しました。

農業委員会の方々には、大変ご苦労様でした。

●●常 先ほどから、第１種農地の農地転用について、いろいろと審議されましたが、県

任会議 の方で「第１種農地の農地転用ガイドライン」を示してもらえないかと思います。

員

●●専 来月の常任会議員会議までに、検討したいと思います。

門員

事務局 情報提供については、審議が延長となり、県の担当者がお帰りになりましたの

で、次回の常任会議員会議で実施したいと思います。

議長 次回の常任会議員会議は、４月１８日木曜日、午後１時３０分から、当「土地改

良会館」で開催いたします。

これをもちまして、本日の会議を終了いたします。

会議員の皆様方には、長時間ご審議をいただき大変ありがとうございました。

１５：４５【終了】

議 長 ● ● ● ●

議事録署名者 ● ● ● ●

議事録署名者 ● ● ● ●


